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千葉県千葉県

１．本県における各取組

（週休２日の確保やＩＣＴ活用工事等）

の背景
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千葉県千葉県

出典：国土交通省資料

各取組（週休２日の確保やＩＣＴ活用工事 等）の背景各取組（週休２日の確保やＩＣＴ活用工事 等）の背景

建設業就業者の現状
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・令和4年は479万人で、ピーク時の平成9年から約30％減

・建設投資額は、平成23年度以降増加しているが、就業者数は横ばい

建設業就業者は、55歳以上が35.9％、29歳以下が11.7％と高齢化が

進行(全産業と比べ、高齢者割合が高く、若年層割合が低い)



千葉県千葉県各取組（週休２日の確保やＩＣＴ活用工事 等）の背景各取組（週休２日の確保やＩＣＴ活用工事 等）の背景

出典：国土交通省資料年齢階層別の建設技能者数
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千葉県千葉県各取組（週休２日の確保やＩＣＴ活用工事 等）の背景各取組（週休２日の確保やＩＣＴ活用工事 等）の背景

・社会資本の整備や災害時の迅速な応急対応を行うには、地域に根ざした建設業の

存在が必要不可欠であるが、建設業は少子高齢化を背景に、将来の担い手の確保や

生産性の向上が課題

・令和６年６月に改正された「公共工事品確法」では、「担い手確保のための働き

方改革・処遇改善」、「地域建設業などの維持に向けた環境整備」「新技術の活用

などによる生産性向上」、「公共工事の発注体制の強化」の４つの柱が示された。

・将来の担い手の確保や生産性の向上を図るためには、建設業全体をより魅力的な

ものとしていく必要があることから、建設業の担い手一人ひとりが週休２日（４週

８休）の確保やＩＣＴの活用等に努めることが重要
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千葉県千葉県

２．週休２日制適用工事の促進

（働き方改革）
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千葉県千葉県

「働き方改革実行計画」 ⇒ 長時間労働の是正

建設業では少子高齢化を背景に、将来の担い手不足が課題

⇒ 若手が入職しやすい環境整備が必要

週休２日制の推進

千葉県では平成２７年度から週休２日制適用工事を実施
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千葉県千葉県概要（週休２日制適用工事の促進）概要（週休２日制適用工事の促進）

目的

働き方改革の実現や職場環境の改善等、将来の担い手確保のため

開始時期

平成２７年度

対象工事

県土整備部が発注する工事のうち、対象外工事※を除く全てのもの【型式はすべて発注者指定型】
※現場施工が１週間未満の工事、緊急復旧工事

週休２日工事の基準

現場着手から完了の期間で現場閉所率又は平均休日率が２８．５％（８日／２８日[4週8休]）
以上を達成したと認められる状態をいう

企業へのインセンティブ

積算における費用計上（当初設計で計上）。今後、月単位の週休２日制を導入予定

要領等

週休２日制適用工事試行要領 8



千葉県千葉県取組状況（週休２日制適用工事の促進）取組状況（週休２日制適用工事の促進）

取組の拡大

R6
(100%)

R5
(100%)

R4
(100%)

R3
(75％)

R2
(50％)

R1H30H29H28H27
年度

(目標)

型式

現場着手～完了で4週8休（28．5%（8日／28日））以上
完全週休２日

（土日、祝日 等）
週休２日
達成基準

発注者指定型

発注
予定

年度 うち
施工中

実施
件数

未達成
(21.4%未満)

4週6休
(21.4%以上)

4週7休
(25.0%以上)

4週8休
(28.5%以上)

完成

112
(13%)

11
(1%)

32
(4%)

733
(83%)

888
(100%)

2890900Ｒ３

29
(3%)

4
(1%)

23
(2%)

1056
(95%)

1112
(100%)1111231200Ｒ４

1
(1%)

0
(0%)

3
(1%)

1042
(99%)

1046
(100%)

3461392－Ｒ５

R4.10より当初設計から経費補正

受注者希望型

交替制工事を併用

実施状況（R6.3末時点）

令和５年度からは県土整備部の全工事で週休２日制適用工事を実施しており、発注者指定型で

運用しているところ。
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千葉県千葉県取組状況（週休２日制適用工事の促進）取組状況（週休２日制適用工事の促進）
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千葉県千葉県今後について（週休２日制適用工事の促進）今後について（週休２日制適用工事の促進）
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（背景）

令和６年４月以降、建設業においても

罰則付きの時間外労働規制が適用され

ることを踏まえ、国交省直轄工事では

『月単位での週休２日確保へ向けた取組

【休日の質の向上】』を実施中

出典：(一社)全国建設業協会HP



千葉県千葉県

「建設現場の生産性の向上」に向けた取組

～インフラ分野のDX～
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千葉県千葉県「建設現場の生産性の向上」に向けた取組 ～インフラ分野のDX～「建設現場の生産性の向上」に向けた取組 ～インフラ分野のDX～

・本県では国土交通省と同様に調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの全ての

建設生産プロセスでＩＣＴ等を活用する「ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」を推進

・県土木工事では、遠隔臨場、ＩＣＴ活用工事、ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事、ＡＳＰの活用を実施

遠隔臨場 ＩＣＴ活用工事

ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事情報共有システム（ＡＳＰ）

出典：国土交通省HP（全て）

イメージ

情報共有システム（ＡＳＰ）を利用すれば、速やかに
全ての関係者の情報を共有できる
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千葉県千葉県「建設現場の生産性の向上」に向けた取組 ～インフラ分野のDX～「建設現場の生産性の向上」に向けた取組 ～インフラ分野のDX～
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三次元モデルの活用イメージ① 河川工事

３次元点群データにより
延長や法長などが計測できる



千葉県千葉県「建設現場の生産性の向上」に向けた取組 ～インフラ分野のDX～「建設現場の生産性の向上」に向けた取組 ～インフラ分野のDX～
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三次元モデルの活用イメージ② 道路工事

３次元点群データにより、支障物件の情報（ex.地面から架空線までの
高さ）や道路幅員が計測できる



千葉県千葉県

３．ＩＣＴ活用工事の促進

（生産性の向上・インフラ分野のＤＸ）
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千葉県千葉県概要（ＩＣＴ活用工事の促進）概要（ＩＣＴ活用工事の促進）

目的

建設工事の生産性を向上し、魅力ある建設現場の実現を図ること

開始時期

平成２９年度

対象工事

県土整備部が発注する工事のうち、土工（河川土工や道路土工）など、発注者が特記仕様書

で指定する工事【型式は施工者希望型のみ】

企業へのインセンティブ

・工事成績評定における加点 ・総合評価方式における加点

要領等

千葉県県土整備部ＩＣＴ活用工事実施要領

① ３次元起工測量

ICT活用工事の実施内容（実施の流れ：ICT土工の例） 出典：国土交通省HP

② ３次元設計データ作成 ③ ＩＣＴ建設機械による施工

④ ３次元出来形管理等の施工管理 ⑤ ３次元データの納品 完成 17



千葉県千葉県取組状況（ＩＣＴ活用工事の促進）取組状況（ＩＣＴ活用工事の促進）

・令和５年度の活用件数は６３件となっている。

・令和６年１月から「ＩＣＴ基礎工」、「ＩＣＴ擁壁工」、「ＩＣＴ構造物工（橋梁上部）」を

追加し、適用工種の拡大を図っている。

取組の拡大

計Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２Ｒ１Ｈ３０Ｈ２９
契約
年度

１５２３５４７２６１７１４９４1.土工

５４００００１－2.舗装工

４１２００１－－
3.浚渫工
(河川)

２３７１４２０－－－
4.地盤
改良工

０００００－－－5.法面工

１１８３０－－－－
6.舗装工（修

繕）

９７２－－－－－
7.土工

(1000m3未
満)

０００－－－－－
8.小規模土

工

２１１－－－－－
9.構造物工
(橋脚等)

００－－－－－－
10.構造物工
(橋梁上部)

００－－－－－－11.擁壁工

００－－－－－－12.基礎工

２０６６３６９２８１７１５１０４計

18

Ｒ６年度Ｒ５年度Ｒ4年度Ｒ3年度Ｒ2年度Ｒ1年度Ｈ30年度Ｈ29年度

ＩＣＴ土工

ＩＣＴ舗装工

ＩＣＴ浚渫工(河川)

ＩＣＴ地盤改良工

ＩＣＴ舗装工（修繕工）

ＩＣＴ土工（1,000m3未満）

簡易型ＩＣＴ

ＩＣＴ法面工

ＩＣＴ小規模土工

ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台）

ＩＣＴ構造物工
（橋梁上部）

ＩＣＴ擁壁工

ＩＣＴ基礎工

活用件数



千葉県千葉県取組状況（ＩＣＴ活用工事の促進）取組状況（ＩＣＴ活用工事の促進）

受注者向けに「はじめの一歩体験会」を実施。今年度は「「ホンキの一歩体験会」を実施予定。

令和４年度は８会場、令和５年度は５会場にて開催
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千葉県千葉県

20

効果と課題（ＩＣＴ活用工事の促進）効果と課題（ＩＣＴ活用工事の促進）

期待される主な効果

・工事の作業効率や安全性の向上

・担い手確保に向けた魅力向上

受注者アンケート結果

・熟練したオペレーターでなくても、盛土法面がビシッと
できた

・３次元データの取扱いが可能な技術者が不足していること

・基準類の理解など、社員教育に時間を要すること



千葉県千葉県

４．ＢＩＭ／ＣＩＭの活用

（生産性の向上・インフラ分野のＤＸ）

21



千葉県千葉県概要（ＢＩＭ／ＣＩＭの活用）概要（ＢＩＭ／ＣＩＭの活用）
出典：国土交通省HP

22本県では令和４年度からＢＩＭ／ＣＩＭの取組を開始



千葉県千葉県概要（ＢＩＭ／ＣＩＭの活用）概要（ＢＩＭ／ＣＩＭの活用）

23

ＢＩＭ／ＣＩＭとは

コンピュータ上に作成した３次元の形状情報（３次元モデル）に加え、構造物及び構造物を

構成する部材等の名称、形状、寸法、物性及び物性値（強度等）、数量、そのほか付与が可能

な情報（属性情報）とそれらを補足する資料（参照資料）を併せ持つ構造物に関連する情報

モデル（BIM/CIM モデル）を構築すること 及び、構築したBIM/CIM モデルに内包される情報

を管理・活用すること（Building/ Construction Information Management）をいう

目的

ＢＩＭ／ＣＩＭモデルを連携・発展させ、事業全体にわたる関係者間の情報共有を容易にする

ことで、一連の建設生産・管理システム全体の効率化・高度化を図ること

開始時期

令和４年度

想定する活用ケース

・CIM モデルによる地元説明や関係機関協議等（説明の円滑化）

・CIM モデルを活用した数量算出（ex.掘削土量等の算出）

要領等

国土交通省の要領を参照（県独自の要領は検討中）



千葉県千葉県効果と課題（ＢＩＭ／ＣＩＭの活用）効果と課題（ＢＩＭ／ＣＩＭの活用）

期待される主な効果

・住民説明会・関係機関協議等の合意形成の円滑化

・埋設物や干渉箇所の確認による工事手戻りの防止

・掘削数量等の自動算出による業務効率化

課題

・発注者、受注者ともにＢＩＭ／ＣＩＭモデルなどの
３次元データを取り扱う技術が不足している

・３次元データを取り扱う環境が整っていない
（高性能ＰＣ等の機材不足）

24



千葉県千葉県

５．遠隔臨場の活用

（生産性の向上・インフラ分野のＤＸ）

25



千葉県千葉県取組イメージ（遠隔臨場の活用）取組イメージ（遠隔臨場の活用）
出典：国土交通省HP

【参考】国土交通省の取組

26



千葉県千葉県概要（遠隔臨場の活用）概要（遠隔臨場の活用）

目的

建設現場において「段階確認」、「材料確認」と「立会」を必要とする作業に遠隔臨場を適用

して、受発注者の作業効率化を図るとともに、契約の適正な履行として施工履歴を管理するため

開始時期

令和４年度

対象工事

県土整備部が発注する工事（営繕工事を除く）のうち、「段階確認、材料確認又は立会を映像

確認できる工種」及び「本試行を実施可能な通信環境を確保できる現場」

（例「構造物等の立会頻度が多い工事」、「施工現場が遠隔地等であり、立会等を実施するに
あたり、発注者が施工現場との往復に時間を要する工事(概ね30分以上要するもの)」）

実施方法

当初設計で発注者指定型として発注

要領等

建設現場の遠隔臨場に関する試行要領

27



千葉県千葉県対象工事の考え方（遠隔臨場の活用）対象工事の考え方（遠隔臨場の活用）

28

①段階確認、材料確認又は立会を
映像で確認できる工種

②通信環境が確保できる現場

※遠隔臨場の効果が期待できる工事例
・構造物等立会頻度が多い工事
・施工現場が遠隔地である工事
・コロナ対策を要する工事
・その他、遠隔臨場の効果ができる工事

③遠隔臨場の効果が期待できる工事※

②より内側→対象工事 （特記に記載する） ：発注者負担
〃 外側→対象外工事（特記に記載しない）：受注者負担

県土整備部発注工事
（営繕工事は除く）

新規発注時に
発注者指定型で発注

④各事務所で選定する
施工件数５件程度

受発注者協議により、
発注者指定型として
試行することができる



千葉県千葉県取組状況（遠隔臨場の活用）取組状況（遠隔臨場の活用）

29

令和４年度に試行を開始し、これまでに約４０工事で遠隔臨場を活用

期待される主な効果

・移動、待機時間の短縮

・コスト縮減

・生産性向上

課題

・受発注者ともに遠隔臨場に慣れること

・引き続き試行件数（実績）を積み上げ、取組効果の検証や

課題の洗い出しを行うこと



千葉県千葉県

６．情報共有システム(ＡＳＰ)の活用

（生産性の向上・インフラ分野のＤＸ）

30



千葉県千葉県概要（情報共有システム(ＡＳＰ)の活用）概要（情報共有システム(ＡＳＰ)の活用）

31

情報共有システムとは

・情報共有システムとは工事中において発生する書類、図面等をインターネットを利用して

受発注者間で共有・決裁し、成果品として一元管理するシステムです。

・「工事帳票の処理の迅速化」、 「日程調整の効率化」、「受発注者間のコミュニケーションの円滑

化」等を図り、 工事の生産性向上につなげるものです。

発注者
（監督員・主任監督員他）

受注者
（現場代理人・主任技術者等）

承認・回答

立会日程の調整

進捗確認

書類の作成・提出

立会申請

進捗報告

情報共有システム

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

打合せ簿
履行報告等

スケジュール等

工事写真、図面
管理記録等

イメージ図



千葉県千葉県概要（情報共有システム(ＡＳＰ)の活用）概要（情報共有システム(ＡＳＰ)の活用）
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発注者

ASP事業者

サービス提供

受注者

サービス提供

利用申込・料金支払い

予定価格の共通仮設費に
利用料及び登録料を率計上

（営繕は除く）

情報共有システムの形態

期待される効果

①移動時間の削減（コストの削減）

②工事書類の整理作業の軽減及び処理の迅速化

③ワンデーレスポンスの円滑な実施（決裁進捗の見える化）

④検査準備作業の軽減（電子検査）

⑤電子納品作業の軽減

⑥書類保管場所の削減



千葉県千葉県取組状況（情報共有システム(ＡＳＰ)の活用）取組状況（情報共有システム(ＡＳＰ)の活用）
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情報共有システム実施要領

活用件数 ２１０件 （令和５年度末現在）

内訳：令和５年度 １０７件 令和４年度 １０３件

令和４年３月１５日 千葉県県土整備部情報共有システム実施要領を制定

令和６年４月１日 千葉県県土整備部情報共有システム実施要領を改定

主な改定内容

４月１日改定後改定前

対象は、原則、全ての工事とする。ただし、活用に

よる生産性向上が見込まれないなどと判断される場

合は、受発注者間の協議により、実施の有無を決定

することとする。

対象とする工事は、原則、当初設計金額50,000 千

円以上の工事または受注者が希望する工事とし、受

発注者協議により利用の可否を決定する。

課題
発注者がシステムの操作に慣れていないため、まずは操作に慣れるようにすること



千葉県千葉県

７．建設キャリアアップシステム(ＣＣＵＳ)

の活用

（担い手の育成・確保）

34



千葉県千葉県概要（建設キャリアアップシステム）概要（建設キャリアアップシステム）
出典：国土交通省HP
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千葉県千葉県概要（建設キャリアアップシステム）概要（建設キャリアアップシステム）

目的・期待される効果

（１）若い世代がキャリアパスや処遇の見通しをもてる

（２）技能・経験に応じて給与を引上げる

（３）技能者を雇用し育成する企業が伸びていける建設業を目指す

適用開始時期

令和６年度

対象工事

県が発注するすべての工事【型式はすべて受注者希望型】

企業へのインセンティブ

・工事成績評定における加点

要領等

千葉県建設キャリアアップシステム活用工事試行要領

36
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千葉県建設キャリアアップシステム活用工事試行要領 

 

令和６年２月９日制定

（目的） 

第１条 公共工事の品質が確保されるよう公共工事の適正な施工を確保するためには、公共工事に従

事する技能者がその能力や経験に応じた処遇を受けられるよう、公共工事に従事する技能者の育成

及び確保に資する労働環境の整備が図られることが重要である。 

  建設キャリアアップシステム（以下「ＣＣＵＳ」という）の活用は、公共工事に従事する技能者

がその能力や経験に応じた適切な処遇を受けられるよう労働環境の整備に資するものであり、本要

領は、千葉県が発注する工事において、ＣＣＵＳ活用促進のため、ＣＣＵＳ活用を試行するにあた

り、必要となる事項を定めるものである。 

 

（用語の定義） 

第２条 本要領における用語の定義は、以下のとおりとする。 

 （１）ＣＣＵＳ 運営主体として（一財）建設業振興基金が行う建設技能者の資格・社会保険加入

状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積するシステム。 

（２）事業者登録 当該ＣＣＵＳ活用工事における元請事業者がＣＣＵＳに事業者情報を登録する

こと。 

 （３）技能者登録 元請及び下請事業者の従業員で、建設技能者として就労する者（一人親方を

含む）がＣＣＵＳに技能者登録を行うこと。 

 （４）カードリーダータッチ率 対象期間のうち、当該現場へカードリーダーを設置し、技能者の

就業履歴を蓄積した日数の割合。 

 （５）対象期間 当該ＣＣＵＳ活用工事の現場において技能者の就業履歴を蓄積すべき期間のこと

をいい、工期から準備期間、不稼働日及び後片付け期間を除いた期間。ただし、現場着手日

までに事業者登録、技能者登録及び管理者ＩＤ登録が完了していない場合は、これらの登録が

すべて完了した日の翌日を期間の始まりとする。 

 （６）カードリーダー ＣＣＵＳの技能者の就業履歴情報の登録に対応した現場に設置する端末。 

 （７）現場利用料 ＣＣＵＳの利用料のうち、当該ＣＣＵＳ活用工事において、技能者の就業履歴

情報の蓄積（カードタッチ）ごとに発生する料金であり、元請事業者として現場を登録する

事業者が支払う費用。 

 

（対象工事） 

第３条 県が発注する全ての工事を対象とする。 

 37
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（実施方法） 

第４条 ＣＣＵＳ活用工事は、受注者の希望によりＣＣＵＳを活用する受注者希望型とする。 

 ２ 受注者は、契約の締結後、工事着手前にＣＣＵＳ活用の希望の有無を工事打合せ簿により発注

者と協議するものとする。 

３ 発注者は、ＣＣＵＳ活用工事の発注にあたり、特記仕様書にＣＣＵＳの活用に関する事項を 

記載する。 

 

   ＜特記仕様書記載例＞ 

   （千葉県建設キャリアアップシステム活用工事） 

   第○○条 本工事は、千葉県建設キャリアアップシステム活用工事の対象工事とする。 

   ２ 受注者は、工事の締結後、工事着手前にＣＣＵＳ活用の希望の有無について、監督職員と

協議すること。 

   ３ 工事の実施にあたっては、「千葉県建設キャリアアップシステム活用工事試行要領」に 

基づき行うこと。 

 

（実施内容） 

第５条 第４条の実施方法において、受注者がＣＣＵＳの活用に取り組む旨を希望した場合、受注者

は、以下の項目について実施するものとし、目標基準は以下のとおりとする。 

実施項目 目標基準 

①事業者登録  元請事業者の登録が完了していること。 

②技能者登録  １名以上の技能者登録が完了していること。 

③就業履歴蓄積  カードリーダータッチ率が３０％以上であること。 

 ２ 受注者は、ＣＣＵＳの活用にあたっては、システムの運用主体である(一財)建設業振興基金が

作成する「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」等に基づき、適正に実施するもの

とする。 

 

（実施状況の確認） 

第６条 受注者は、工事完成時に、第５条に掲げる実施項目について、以下の書類を発注者に提出し、

確認を受けるものとする。 

実施項目 確認（提出）書類の例 

①事業者登録 登録完了メール(写)、就業履歴一覧表（月別カレンダー） 

②技能者登録 登録完了メール(写)、就業履歴一覧表（月別カレンダー） 

③就業履歴蓄積 
カードリーダーの現場設置状況写真、就業履歴一覧（月別カ

レンダー） 

 

（工事成績評定における評価） 

第７条 発注者は、第５条に掲げる実施項目について、受注者が目標基準を全て達成した場合は、

工事成績評定等実施要領の「創意工夫」の【その他】において１点加点※するものとする。 

  ※工事成績評定の加点は、得点割合 0.4 を乗じた点数となる。 

 

（ＣＣＵＳ活用に係る費用） 

第８条 ＣＣＵＳ活用のための以下の費用については、受注者から支出実績を証する資料が提出され、

契約金額の変更の求めがあった場合、支出実績に基づき変更契約を行うものとし、現場管理費と

して積み上げ計上することとする。この際、これらの費用は一般管理費等率の対象外とする。 

  ただし、上記の費用計上は第５条に掲げる実施項目について、目標基準を全て達成した場合と

する。 

 （１）カードリーダー購入費用等 

   カードリーダー（もしくは、就業履歴情報の登録のための顔認証カメラや顔認証型のリーダー）

の購入費用（新規購入に限る）について、現場での使用実績を確認したうえで、購入を証する

領収書等に基づき費用を計上する。 

現場で使用するＯＳ 計上費用の上限 台数 

Windows 10,000 円/台(税抜) 当該工事現場に設置する数 

（１工事あたり２台を上限） iOS 30,000 円/台(税抜) 

 （２）現場利用料 

   現場における現場利用料（カードタッチ費用 10 円/回）は、当該現場に係る現場利用料の明細

に基づき費用を計上する。 

   また、現場でカードタッチを忘れた場合の事後補正については、(一財)建設業振興基金による

請求に含まれる範囲に限り対象とする。 

   なお、現場利用料には、ＣＣＵＳへのシステム登録（事業者登録、管理者ＩＤ登録、技能者

登録）のための費用は含まない。 

 

（その他） 

第９条 この要領に定めのない事項については、受発注者の協議により定めるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

 本要領は、令和６年２月１４日から施行する。 

（工事成績評定における評価等の特例） 

 第７条、第８条の規定については、令和６年４月１日から適用するものとする。 

千葉県建設キャリアアップシステム活用工事試行要領千葉県建設キャリアアップシステム活用工事試行要領
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ご清聴ありがとうございました
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